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はじめに 

本報告書は、独立行政法人福祉医療機構（ＷＡＭ）の令和２年度社会福祉振興助成事業として、特定非営利活

動法人在日ブラジル人を支援する会（ＮＰＯサビジャ）が、令和２年度（２０２０年度）に行った 

１． ポルトガル語による心理相談事業 

２． ブラジル人児童への教育サポート事業 

３． ポルトガル語のサポート窓口リスト化事業 

４． 動画配信事業 

の実施状況を報告するとともに、在日ブラジル人の直面する諸問題と課題を分析し、今後の支援策を探らんとする

ものです。 

 

ＮＰＯサビジャは、在日ブラジル人の日本社会への適応、日常生活で生じる様々な問題の解決支援、子どもたちが

その将来や未来への可能性を広げる為のサポートなどの活動を行うことを目的に１９９８年設立され、これまで個人

及び法人会員、各企業の皆様からのご支援を基に、支援対象者へ無償の支援活動を実施してきました。その活動

は、多くのボランティア・メンバーの参加によって行われており、体とこころの健康、教育、日常生活、生活環境、労働

環境、法律、保険、税金等の分野の専門家ボランティアが電話や個別のオリエンテーションを行っています。また、そ

の活動は、駐日ブラジル大使館をはじめ、在京・在名古屋・在浜松ブラジル総領事館からも支持されています。 

 

本報告書を通して、在日ブラジル人が直面する諸問題の中で特に支援の必要性が高いと思われる心理相談分

野とブラジル人児童の教育分野において、ＮＰＯサビジャが取り組む課題を日本の官民および在日ブラジルコミュニ

ティーの出来るだけ多くの関係者との間で共有して、支援活動策定の一助となることを目指します。 

 

特定非営利活動法人在日ブラジル人を支援する会（ＮＰＯサビジャ） 

 理事長 茂木真二 
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第Ⅰ章 団体概要

第Ⅰ章 

団体概要 
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１．実施事業と沿革 

１９９０年の入国管理法改正をきっかけに、デカセギ労働者として日系ブラジル人が多く来日、その数は２００７年

に３１万６，９６７人のピークを迎えた。彼らの多くは東海地域（愛知・静岡・岐阜）・北関東地域（群馬・茨城）・信越

地域（長野）を中心に集住し、ブラジル人コミュニティーと呼ばれる独自のコミュニティー社会を形成した。コミュニテ

ィー内の結束は強く、互いに助け合うつながりを持っている反面、地域社会との関わりが少なく、日本語習得もままな

らない為、日常生活で必要な情報が入手できない、社会から孤立する、十分な教育を受けられない、就業の機会が

限られる、その結果犯罪に手を染めるといったケースが多発した。彼らへの支援を目的に、１９９８年にボランティア団

体として在日ブラジル人を支援する会（サビジャ）が結成され、ポルトガル語による生活・教育面を中心とした支援

活動を開始、２００３年に特定非営利活動法人在日ブラジル人を支援する会（ＮＰＯサビジャ）として設立認証され

た。 

２００９年にはリーマンショックによる派遣切りなどにより多くのブラジル人の生活が困窮、生活相談を中心にブラ

ジル人心理士による心理相談への需要が更に高まり、また昨今は子どもの発達や学習支援に関する相談も増加傾

向にあり、需要に合わせた支援活動を展開している。 

 

運営はブラジル人および日本人からなる理事会および会員によりなされ、活動にはスタッフ、ボランティアの他に、

ブラジル人専門家（医師・心理士等）、日本人専門家（医師・弁護士等）も加わり、また諸機関・諸団体と連携・協力

を図りながら、以下５つの主要事業に取り組んでいる。 

 

〇青少年健全育成事業：ブラジル人子弟向けのワークショップやセミナー、フェスティバルの開催、他 

〇社会生活相談事業：無料の電話一般相談（労働、法律、税金、教育等）、ブラジル人医師やブラジル人心理士、

弁護士による無料相談、他 

〇校外学習事業：社会人向けのセミナーの開催、他 

〇文化交流事業：チャリティーイベントやフェスティバルの参加や開催、他 

〇支援救済事業：緊急を要する支援 （例：茨城県鬼怒川氾濫や熊本地震、西日本豪雨被災地への物資支援や

心理相談会の開催、新型コロナ禍によるブラジル人コミュニティーへの食料支援、他） 

 

沿革 

年度 課題 取組み 

1990年 入管法改正による在日ブラジ

ル人増加に伴う生活困難者

や犯罪者の増加 

任意団体在日ブラジル人を支援する会（サビジャ）結成 

在京ブラジル総領事館の実施する“移動領事館” （ブラジル

人集住地域へ各種手続き窓口を期間限定で開設するサービ

ス）への同行開始。 

ブラジル人心理士による心理相談を開始 
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2003年  特定非営利活動法人在日ブラジル人を支援する会（ＮＰＯサビ

ジャ）設立認証 

2009年 リーマンショックによる派遣切

り、生活不安から心理相談へ

のニーズが増加 

電話・スカイプによるオンライン相談を開始 

2013年 在日ブラジル人の心理面で

の支援の重要性が顕在化・

ブラジル政府の取り組み強化 

在京ブラジル総領事館と相談事業の業務提携（領事館内での

医療相談・オンラインでの心理相談サービスの実施） 

2015年 在名古屋ブラジル総領事館と心理相談事業の業務提携 

（在名古屋領事館管轄地域在住ブラジル人向け心理相談他、

講演会の実施） 

在浜松ブラジル総領事館と心理相談事業の業務提携 

（在浜松領事館管轄地域在住ブラジル人向け心理相談他、講

演会の実施） 

2016年 集住地域以外からの心理相

談へのニーズの増加 

ブラジル人心理士をブラジルから招聘(延べ４名)し、心理士チ

ームの増員を図り、全国を対象とする心理相談を実施(ＷＡＭ

助成事業) 

2017年 労働者からの相談増加 夜間の相談を開始、東京弁護士会と連携し法律相談を開始 

2018年 島根県周辺地域へのブラジ

ル人移住が増加、新たにコミ

ュニティーを形成・ブラジル人

と地域社会との連携不足が

発生 

島根県在住ブラジル人および地域社会の支援者(教育関係

者)を対象としたセミナーを実施(ＷＡＭ助成事業) 

2019年 ブラジル人児童の保護者お

よび担任小学校教諭から子

どもの教育や発達に関する

相談が増加 

駐日大使館と共催で「日本の学校に通学するブラジル人児童

生徒の発達障害・情緒障害に関する調査」を実施 

ポルトガル語による知能検査(ＷＩＳＣ）を実施(ＷＡＭ助成事

業) 

 

２．主な連携 

連携団体 内容 

駐日ブラジル大使館 ・ブラジル人児童自閉症調査事業 

・文化交流を目的としたイベント参加 他 

在京ブラジル総領事館 ・在京ブラジル総領事館の移動領事館に同行 

・管轄地域内のブラジル人を対象とした心理相談事業 

・管轄地域内のブラジル人を対象とした医療相談事業 

・教育フェア参加（相談会、講演）他 
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在名古屋ブラジル総領事館 ・管轄地域内のブラジル人を対象とした心理相談事業 

・教育フェア参加（相談会、講演）他 

・ブラジル人市民評議会にＮＰＯ団体代表として出席 他 

在浜松ブラジル総領事館 ・管轄地域内のブラジル人を対象とした心理相談事業 

・教育フェア参加（相談会、講演） 

・管轄地域内のブラジル人向け保育園への支援 他 

その他 

 在日ブラジル人学校各校 

 特定非営利活動法人在日ブラジル学校協議会（ＡＥＢＪ） 

 東京弁護士会 

 公益財団法人未来工学研究所 

 在日ブラジル人集住地域各自治体 

 在日ブラジル人支援ＮＰＯネットワーク 

 在日外国人サポートネットワーク 

東京出入国在留管理局 受入環境調整担当・外国人在留支援センター （ＦＲＥＳＣ） 
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第Ⅱ章 ポルトガル語による心理相談事業

第Ⅱ章 

ポルトガル語による心理相談事業 
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１．事業背景および目的 

当会におけるポルトガル語による在日ブラジル人向け心理相談事業実施体制の変遷は以下の通りである。 

時期 在日ブラジル人情勢 NPOサビジャ心理相談実施体制 

1990年 

入国管理法改正によるブラジル移住者の急増

（８０年代のバブル経済時に日本の労働者不

足が顕在化し経済界の強い要望により日系三

世まで就労ビザが与えられるよう改正された） 

・設立と同時に心理相談サポートを開始 

・在京ブラジル総領事館実施の”移動領事館”へ

の同行／各ブラジル人集住地域にブラジル人心

理士が赴いて相談会を実施 

2008年 
リーマンショックによる派遣切りなどにより、在

日ブラジル人の生活を直撃 

・心理相談への問い合わせが急増し、電話による

相談を開始 

・心理士を２名体制に増員 

2009年 オンラインによる心理相談へのニーズが増加 ・スカイプによる相談を開始 

2013年 
ブラジル政府による、在日ブラジル人のこころ

の健康支援への取り組み開始 

・在京ブラジル総領事館内での相談を開始 

2015年 
・在名古屋ブラジル総領事館内での相談を開始 

・在浜松ブラジル総領事館内での相談を開始 

2016年 
集住地域外からも心理相談へのニーズが増

加 

・WAM 助成を得てブラジルから心理士を招聘し

て日本全国を対象とする心理相談を実施 

2017年 
就労者からの相談が増加 

・夜間（１８～２１時）の相談を開始 

2018年 ・土曜日の相談を開始 

2019年 日本の行政の取り組みが開始 
・愛知県内ブラジル人集住市役所内での心理相

談開始 

 

ポルトガル語による心理相談事業は、電話やスカイプによるオンライン相談の他、ブラジル総領事館・ブラジル人

集住地域の市役所内での対面相談、ブラジル人学校、集住地域のＮＰＯ法人、ブラジル人保育園での児童向けの

グループカウンセリング、ブラジル人児童が通う公立小学校での個別支援など多岐にわたっている。 

30 年に亘る経験から、ＮＰＯサビジャには在日ブラジル人支援の知識やノウハウが蓄積されており、現在は心理

相談から事業を発展させ、生活面のサポート、地域社会との共生支援、子どもの教育、日本の小学校との連携など

幅広く活動を実施している。 

心理相談を継続的に実施するにあたり、毎年相談者および心理士に相談サービスの内容や相談による効果に関

するアンケートを実施して、相談事業に対するニーズの把握や改善に努めている。 

半期に一回実施する心理士および相談者への心理相談サービスに関するアンケートによれば、相談者からの本

サービスに対する満足度は高かった一方、心理士が評価する相談者の状態は、改善が見られながらも、長期的・継

続的支援が必要なケースが多くみられる。 
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カウンセリングの回数や回復期間は人により異なるが、目安表（*１）は以下の通り。 

回数 症状例 

５回以内 単一エピソードのＰＴＳＤ（外傷後のトラウマ反応とストレス反応の障害）・ 恐怖症・ 不安、心配・

心労・ 要因が明確で精神疾患水準ではない不安・抑うつ、短期精神病性障害 

１０回以内 適応障害・ 自己批判・自己否定・ 自信喪失・ 不安障害・強迫性障害・ 軽度のパニック障害・ 

軽度の解離性障害 

６か月未満 不安障害・ 自傷・ 強迫性障害・ 軽度〜中度のうつ状態・ いじめ・ハラスメント・ＤＶによる複雑

性ＰＴＳＤ（Ｃ－ＰＴＳＤ）・ 統合失調症様障害など、非慢性精神病・ 解離性同一性障害を除く解

離性障害・ １年未満の社会的ひきこもり・ 双極性障害Ⅱ型・ 一定程度の観察自我が機能する

統合失調症・ パニック障害 

６か月以上 長期間の強迫性障害・ 運動障害を伴う強迫性障害・ 重度のうつ状態・ 肉親の自死による悲

嘆・ 肉親や親しい人の死を伴うＰＴＳＤ・ 要因の複雑な不安障害・ 長期間のいじめ・ハラスメン

ト・ＤＶ・虐待による複雑性ＰＴＳＤ（Ｃ－ＰＴＳＤ）・ １年以上の社会的ひきこもり・ 慢性の精神病・ 

双極性障害 Ⅰ 型・ 解離性同一性障害 (交代人格が５人以上の場合)・ パーソナリティー障

害（境界性、自己愛性、その他）・ 精神的依存 

 ＮＰＯサビジャで相談を受けている相談者の状態も、統合失調症や重度のうつ状態等、長期的なサポートが必要な

ケースが多く、継続的な支援が必要である。（*１の出典：ＣＳカウンセリング東京） 

  

 上記の状況より、ＮＰＯサビジャは２０２０年度も心理相談事業の継続的実施を決定した。 

 

２．事業内容・実績 

本事業の実施体制は、以下の図の通りである。 

 

 ブラジル人心理士 3名体制で、オンライン相談・対面相談を午前・午後・夜間の３つの時間帯で相談を受けた。 
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月中の相談時間割の例 

 

 ＊教育サポートに関しては、「第Ⅲ章 ブラジル人児童への教育サポート事業」をご参照ください。 

 

対面相談室 

心理相談実績は以下の通りである。 

実施期間：２０２０年４月～２０２１年３月 

受付件数：1,２１２件（内、オンライン実施：１，２０１件・面談実施：６件・通信（手紙）：５件） 
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 〇 新型コロナウィルス感染拡大による第一回緊急事態宣言（２０２０年４月７日～５月６日）後の６月～７月に相談

件数が増加した。工場労働者の多くが生活面で影響を受け、そのため相談件数が増加したと推測される。 
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 〇 在日年数が１０～３０年となる３０代・４０代からの相談割合が多い。 

 〇 前年度２０１９年度を比較すると“鬱”の割合が増加している。  

２０１９年度 ２７％ → ２０２０年度 ３６％ 

 〇 前年度２０１９年度を比較すると“失業中”の割合が増加している。  

２０１９年度 ８% → ２０２０年度 １５％ 

 

３．事業成果 

相談者へのアンケート結果からの評価は以下の通りである。 

 

  

  

 

〇 心理相談サービスに対する満足度、心理士との話しやすさの点で高い評価を得られた。 

〇 ６割が回復傾向にあると感じているが、４割は感じられていない。 

〇 ＳＮＳでの周知が十分にできた。 

 

心理士へのアンケート結果からの相談状況は以下の通りである。 
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〇 初回相談時の重症度が高くなるにつれて、回復傾向が低い。 

〇 初回相談時の重症度と在日年数は一定の割合である。 

〇 相談回数が多くなるにつれて、回復傾向が高い。 

〇 相談の終了見込みが出てくるのは、３回以下もしくは１０回以上である。 

→軽度の場合は３回以下の相談で解決方向にあるが、それ以外のケースは１０回以上の継続的支援が必要。 

 

４．今後の取り組み 

 前述「１．事業背景および目的」で述べたように、心理相談は中長期的サポートが必要なケースが多く、継続的に

在日ブラジル人コミュニティーへ心理相談サービスを提供し続けるためには財源の確保が重要であり、当会が事業

を継続するにあたっての課題でもある。 

 ２０１９年度ＷＡＭ助成事業として開始した、在日ブラジル人集住地域の一つである愛知県新城市の市役所内で

ポルトガル語心理相談は、２０２０年度も継続して月１回の出張相談会を実施した。本事業での実績を通して、新城

市在住のブラジル人からのニーズが高く、在住ブラジル人への支援の必要性と重要性を市に示すことができたこと

で、新城市役所 企画部まちづくり推進課と同市の予算化に向け検討・調整を重ねた結果、２０２１年４月からＮＰＯ

サビジャとの業務委託契約による同市でのポルトガル語の心理相談事業の継続が決定した。 

 ＮＰＯサビジャとしてはこれまでブラジル総領事館との心理相談業務契約はあったが、日本の行政との契約は初め

てであり、日本の行政が在日ブラジル人のこころの問題に取り組むというこの体制は、在日外国人支援の分野では

大きな一歩と言える。 

 この形を一つのモデルとして、他の集住地域でも“生活者”としての在日ブラジル人へのサポート活動を今後も取

り組んでいく事としたい。 
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１．事業背景および目的 

２０２０年文部科学省 学校基本調査において、日本の学校（小学校・中学校・高等学校・義務教育学校・中等教

育学校・特別支援学校）に在籍する全児童生徒数は１２，８３０．９０２人で、うち外国籍の児童生徒数は１１６，００９

人であった。 

ブラジル人をはじめとする外国にルーツを持つ児童生徒も日本の教育制度の中で教育を受け、また必要であれ

ば個別の支援を得ている。ブラジルにルーツを持つ児童生徒（以下、ブラジル人児童とする）が日本の学校に通う

中で受けられる教育やサポートは、基本的に日本人児童生徒と同様である。 

********************************************************************************************** 

通常校での通常級・特別支援学級＋通級・交流級のイメージ図 

 

出典元：TEENS 発達障害のあるお子様向け キャリアデザイン教育（【図表でわかる！】発達障害 × 通常級・通級・特別支援学級・交流級） 

********************************************************************************************** 

２０１８年１０月、駐日ブラジル大使館とＮＰＯサビジャが共同で「日本の学校に通学するブラジル人児童生徒の発

達障害・情緒障害に関する調査」を実施した。 

これは以前より国内外の報道により「公立学校の特別支援学級に在籍するブラジル人児童の割合が、日本人児

童と比較して高い」という情報が流布されており、その情報によりブラジル人保護者が子どもを日本の学校へ通わ

せることに不安を覚えたり、教育現場にて混乱が生じている話が聞かれていた。この状況を重くみた駐日ブラジル大

使館および NPO サビジャが、正しい情報・データを収集・分析し、その結果をもとにして必要に応じた適切な施策を

実施することを目的に調査を実施したものである。 

２０２０年、駐日ブラジル大使館より調査結果(下記参照)が公表され、調査対象地域において「発達障害・情緒障

害」にて特別支援学級に在籍するブラジル人児童の比率は、日本人児童の在籍比率および外国人児童の在籍比

率と差異がないことが判明した。調査の中では、日本の特別な支援が必要な児童生徒への支援に関し、特に特別

支援学級に入級する際の手順も調査され、国籍など関係なく児童生徒が正しい診断と適切な支援を受けるための

体制が整備されていることも説明されている。 
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********************************************************************************************** 

「日本の学校に通学するブラジル人児童生徒の発達障害・情緒障害に関する調査」結果 

 

本調査は、日本の公立学校で自閉症・情緒障害と判断され、特別支援学級に在籍しているブラジル人児童生徒

の割合について明確で検証可能なデータを得るために実施されたものである。調査データは 2019 年度のもので

ある。本調査はＮＰＯ法人在日ブラジル人を支援する会（NPOサビジャ）が、駐日ブラジル大使館及び各在日ブラジ

ル総領事館の支援のもと、未来工学研究所（IFENG - Institute for Future Engineering）との契約で実施さ

れた。調査は未来工学研究所が主導し一部の質的分析に教育研究所（Education Research Institute）が行っ

た。 

 

本調査の対象となった自治体は、ブラジル人住民が相対的に集中している地域とした。この地域は次の 3 つのグ

ループに分類した。①従来型集住都市、②新興型集住都市および③都市型・ホワイトカラー地域。 

 

調査地域は以下の通り。 

表 1 調査対象自治体の類型と学校数 ２０１９年現在 

類型 自治体 小学校数 中学校数 

従来型集住都市 静岡県浜松市 

愛知県豊橋市 

群馬県大泉町 

９７ 

５２ 

４ 

４９ 

２２ 

３ 

新興型集住都市 福井県越前市 

島根県出雲市 

１７ 

３５ 

８ 

１５ 

都市型・ホワイトカラー地域 東京都港区 １８ １０ 

自治体の決定については、ブラジル人居住者が５，０００人以上で、外国人居住者を分母としてブラジル人の割合

が６０％を超えている自治体を選定した。 

 

調査結果 

①従来型集住都市・②新興型集住都市 

小中学校３０２校 総数 日本人 外国人 ブラジル人 

児童生徒数 １１８，０４３ ≦１１３，４１３ ≧４，６３０ ≧２，３９１ 

内自閉症・情緒障害特別支援学級児童数 １，２７７ １，２４５ ３２ ２２ 

在籍割合 １．０８％ ≧１．１０％ ≦０．６９％ ≦０．９２％ 

 小学校・中学校計３０２校に在学する児童生徒計１１８，０４３人の調査結果は、自閉症・情緒障害特別支援学級に

在籍する日本人児童生徒の割合は≧１．１０％であり、ブラジル人児童生徒の割合は≦０．９２％であった。 

 

(注１) 在籍割合は、小数点以下第 3位を四捨五入し処理している。 

(注２) ≦、≧の使用について：出雲市教育委員会からは、国籍別の児童生徒数についての回答は得られなかった。他方、日本語指導が必要な国籍別児童生徒数は集計し



21 

 

ている。つまり、出雲市については日本語が堪能な外国人児童生徒数（ブラジル人児童生徒を含む）は、上記の集計結果に含まれていない可能性があり、日本人、外国人、

ブラジル人の生徒総数は下限の数でしか把握できていない。そのため、≦、≧を使用した形で表記した。 

出典元：駐日ブラジル大使館ホームページより  http://toquio.itamaraty.gov.br/ja/rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.xml） 

********************************************************************************************** 

就学先決定の仕組み 

 

出典元：文部科学省 HP「総合的判断移行のイメージ」 

********************************************************************************************** 

このように、調査結果では自閉症・情緒障害と判断され特別支援学級に在籍しているブラジル人児童生徒数の

割合は、日本人の割合より高いということは証明されなかった。また、特別支援学級に入級する手続きは、専門家ら

の判断、学校全体の判断、保護者の判断による総合的な同意が必要であり、間違った手続きや保護者の同意のな

い入級が行われない体制が整備されていることが認められる。 

一方、調査段階で、日本語を母語としない、なんらかの特性や生活での困難さを抱える児童が正しい診断と適切

な支援を受けるためには、様々な課題があることも明らかとなった。これらの課題への対策が、現状の日本の教育シ

ステムには盛り込まれていないことから、そのしわ寄せがブラジル人児童と保護者、そして教育現場、つまり児童が

通う学校、教員にきていることが分かった。NPOサビジャが取り組むべき課題は以下の３つとする。 

 

【１】日本語を母語としない児童への支援の難しさ 

【２】日本語を母語としない児童への知能検査の難しさ 

【３】ブラジル人コミュニティーにおける日本の教育システムに関する情報不足 

 

その課題の要因は以下の通りである。 

  【１】日本語を母語としない児童への支援の難しさ 

ブラジル人児童が在籍する学校では、通常授業についていけない児童をサポートする際に、その原因が言語や文

http://toquio.itamaraty.gov.br/ja/rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.xml
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化の違いによるのか、自閉症・情緒障害など発達障害によるのか判断をつけることが難しいケースがある。その際

には、通訳の手配、通訳を介した支援、通訳を介した保護者との連携など、多くのサポート工数が必要となってい

る。 

 

  【２】日本語を母語としない児童への知能検査の難しさ 

児童の困り感の把握、児童の特性を知るための手法として知能検査が有効であり、日本でも広く利用されている。

日本語を母語としない児童に対し日本語による知能検査では、児童と検査を行う専門家（児童心理士など）の

間に通訳が入り検査を行うが、この方法では正しい検査結果を導くことが難しい。それは、知能検査の内容自体

に母語の文化が反映されているためである。日本の知能検査（ここではウェクスラー式知能検査ＷＩＳＣを示す。

詳細は下記参照。）とブラジル・ポルトガル語の知能検査では、文化的要素に違いがある。（例えば、“過去のも

の”を連想するものとして、日本文化では“武士”であるならば、ブラジル文化では“化石”といったように異なる。） 

また検査および専門家との面談でのコミュニケーションにおいても、児童の生まれ育った環境や文化も理解した

専門家による、通訳を介さない会話が最適であり、現在の教育現場にはその専門家、あるいは専門家に関する情

報が不足している。教育現場はこれらの困難さを抱えながら、支援にあたっている。 

 

  【３】ブラジル人コミュニティーにおける日本の教育システムに関する情報不足 

教育サポートには、保護者の関わりが最も重要であり、日常生活と学校生活の両面から児童をサポートするには

学校・保護者間の連携が不可欠である。しかしながら、言葉の壁だけではなく、さまざまな要因によりブラジル人

保護者が学校と協力し合うことが難しいケースがある。 

その背景の一つとして、日本での教育に関する情報が十分にブラジル人コミュニティーに知られていない、理解さ

れていないことが挙げられる。具体的には、ブラジルの教育体制との違いである。ブラジルでは、インクルーシブ教

育が前提としてあり、その体制は「通常校」「特別支援校」の2体制となっている。一方日本は、「通常校」と「特別

支援校」に加え、その２校の中間的役割を果たす「特別支援学級」が通常校内に置かれている。さらには必要に

応じて取り出し授業を行う「通級による指導」もある。“より個々に適した手厚いサポートを児童へ行う”という日本

の体制が、その役割や背景を知らないブラジル人保護者が誤解し、学校側との支援連携を拒むケースもある。同

時に、保護者自身も教育やサポートに関する情報が十分に得られないという不安を抱えている。これもまた彼らに

必要な情報が行き届いていないためである。 

なお、「公立学校の特別支援学級に在籍するブラジル人児童の割合が、日本人児童と比較して高い」という情報 

が流布された背景としても、このブラジル人保護者への情報不足が関係している。外国人児童の多い地域の学

校には、日本語が十分でない生徒へ日本語の基礎力を高めるために「国際学級」を設置しているところがある

が、自分の子どもが通常学級でない“特別な”教室に“入れられている”と間違った理解をする保護者も少なくな

く、様々な誤解が生じていることも分かっている。 
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これらの課題と要因に対応するため、ブラジル人心理士による教育サポートを開始した。受益者はブラジル人児

童であるが、同時に保護者と学校へも教育サポートを行うことで、保護者・学校が抱える問題解決に取り組むことを

目的としている。 

本事業を実施にするにあたり、以下の実施体制を整備した。 

 

〇日本とブラジルの文化の違い、教育システムの違いを理解するブラジル人心理士の配置 

〇ポルトガル語版ＷＩＳＣ検査キットの確保 

〇ポルトガル語で対応するコーディネーターの配置 

〇日本語で対応する事務局の配置 

 

********************************************************************************************** 

知能検査とは 

教育支援の現場では、発達検査や児童の特性（得意分野・苦手分野）、児童の困難さを測るために児童へ知能

検査を行う場合がある。世界を始め日本国内でも広く利用されている知能検査が、児童向けウェクスラー式知能検

査（通称ＷＩＳＣウィスク）である。ＷＩＳＣは５歳０カ月～１６歳１１カ月の子どもを対象に個別に行われる検査で、読み

書きは伴わず、検査時間は６０〜９０分。結果は＜言語理解指標＞＜知覚推理指標＞＜ワーキングメモリー指標＞＜処

理速度指標＞の各分野でＩＱ値として算出され、児童の得意分野や不得意分野といった特徴や、何に困難さを感じ

ているかを測る指標として利用される。 

ＮＰＯサビジャではＷＩＳＣのブラジル・ポルトガル語版を提供している。ＷＩＳＣの測定には児童のバックグラウンド

的要素も関係する為、同じＷＩＳＣでも日本語版とポルトガル語版では内容が異なり、母語である文化的背景も考慮

されるようになっている。従って、ブラジルの文化の中で成長した児童が、日本語版ＷＩＳＣを受けた場合、言葉だけ

でなく内容も日本文化を反映したものになっているため、適正な結果を算出することが難しい場合がある。ブラジル

人心理士によって、母語でポルトガル語版ＷＩＳＣを利用することは、適正な条件の下での検査できる環境を提供し、

適正な結果を得ることが可能となる。なお、検査結果はあくまでも特性を知るための一つの指標であり、発達障害な

どの直接的診断は行われない。また、保護者の同意を得られた場合には、検査結果は学校と共有し、学校での支援

計画表作成の参考にすることも可能である。 

********************************************************************************************** 
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２．事業内容・実績 

ＮＰＯサビジャの教育サポートの体制・手順は以下の通りである。 

 

（１）支援の依頼：保護者や学校からＮＰＯサビジャ事務局に依頼を受ける。 

（２）面談日の調整：ＮＰＯサビジャ事務局にて初回面談日を設定する。 

（３）心理士の派遣：地域の市役所や学校など、面談場所を設定し、心理士が訪問する。 

（４）児童・保護者との面談：心理士が児童の状態や乳幼児期の様子などをヒアリングする。 

    ＊学校との共有：保護者の同意があった場合に共有し、情報を交換する。 

（５）ＷＩＳＣ検査の実施：心理士と児童の２名のみで検査を行う。 

（６）ＷＩＳＣ検査の分析：心理士が検査結果を分析する。 

（７）結果の報告：心理士より、ＷＩＳＣ検査の結果を報告し、児童の得意分野・苦手分野を保護者に伝える。具体的

な家庭内でのサポート方法をアドバイスする。 

    ＊学校と共有：保護者の同意があった場合に共有し、学校内での支援に活用してもらう。 

（８）フォローアップ：３か月を目途に、教育サポート実施後の状況に関するアンケートを行う。 

 

 また、（４）児童・保護者との面談、（８）結果の報告の際には、心理士から保護者へ日本の教育システムや、特別支

援学級の役割についてもポルトガル語で説明を行う。 

 

２０２０年度は、教育サポートを行う心理士を増員し、１名から２名体制で実施。1名は東海地域（愛知県・静岡県

およびその周辺地域）、もう１名は関東地域（茨城県、群馬県、神奈川県およびその周辺地域）の集住地域を担当と

した。 

また、事業をスタートするにあたり、在日ブラジル人児童への教育サポート事業の案内チラシを作成し、周知を図

った。配布先は、在京ブラジル総領事館、在浜松ブラジル総領事館、在名古屋ブラジル総領事館、対象地域のブラ

ジル人学校（２２校）に加え、総務省統計局の国籍別登録外国人データよりブラジル人在住者数を調査し、対象地
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域の都道府県教育委員会や都道府県庁外国人窓口および、ブラジル人住民のいる市町村役所市民課もしくは外

国人支援担当、加えて市町村教育委員会へ、チラシを一斉に配布した。特に教育委員会へはブラジル人児童が在

籍する小中学校への周知を依頼し、教育現場への情報共有を依頼した。 

配布先はブラジル人コミュニティー関連で２５か所、日本の行政や教育委員会関連は６６か所。 

 

  

日本語チラシ（表） 日本語チラシ（裏） 

  

ポルトガル語チラシ（表） 日本語チラシ（裏） 

 

教育サポート実績は以下の通りである。 

実施期間：２０２０年４月～２０２１年３月     支援児童数：２３件 
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ブラジル人学校での教育サポートの様子（ＷＩＳＣ検査中） 公立学校での教育サポートの様子（面談中） 

 

３．事業成果 

サポート後にフォローアップとしてアンケート調査を実施し、サポート前後の児童の変化や保護者と学校の連携面

においての効果を計測した。 
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      改善点の要望例） ・学校と共有する際の通訳をサビジャで手配してもらえるとよい。 

                      ・担任が対応できる授業時間帯後の１５時以降に面談を設定できるとよい。 

 

実際に行ったサポート事例： 

ケース１） ブラジル人児童Ａ（公立小学校２年）  

サポート実施前 

児童の様子 国際教室に通級しながら通常級で在籍して学習に取り組んでいたが、日本語をはじめ、多く

の学習がなかなか定着せず、また、言葉が通じないところから他の児童とのトラブルになるこ

とが多くあった。 

保護者との連携 協力的ではあったが、言葉が通じないことと、体調面で不安を抱えており、母の体調に左右さ

れることが多かった。 

学校の取り組み 保護者から、通常級より特別支援学級を希望され、転籍処理に関わる書類の作成とその後

の指導のため、母語でのＷＩＳＣ検査を依頼した。 

サポート実施後 

児童の様子 欠席が少し減った。次年度より、特別支援学級への転籍が決まった。 

保護者との連携 信頼して学校に通わせてくれている。 

学校の取り組み 児童の苦手としている部分や得意としている部分を理解し、授業に生かしている。 

 

ケース２） ブラジル人児童 B（公立小学校３年）  

サポート実施前 

児童の様子 ・学習面（漢字や L/dL/m/mm/kmなどの単位の理解）に困難さがあった。 

・相手の話は少し理解できるが、自分から発話ができないため、友だちや教員に言いたいこ

とが伝わらず爪かみやどもりもあった。 

保護者との連携 児童の状態をあまり理解しておらず、学校とあまり連携を取れていなかった。 

学校の取り組み 学習内容がなかなか定着せず、日本語はもちろん、ポルトガル語も上手く話せず周囲とコミュ

ニケーションが取りにくい様子から、児童の困り感を把握するために支援を依頼した。 

サポート実施後 
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児童の様子 以前より笑顔も増え、どもりなどが減ってきた。 

保護者との連携 ブラジル人の先生からＷＩＳＣの結果伝えてもらうことで、より児童の現状を知ってもらえた。 

学校の取り組み 教員は児童の特性をより理解した上で個別支援している。 

 

ケース３） ブラジル人児童Ｃ（公立小学校 学年非公表）  

サポート実施前 

児童の様子 親の都合による転出入が多く、継続した学びのないままに学齢を重ねていた。 

日常会話は日本語でも成立するが、文字の定着や、数の認識や計算で非常に困難を抱えて

いた。特に教室での一斉指導の場面では、教師の言っていることが理解できず、本人も周囲

も困っていた。 

保護者との連携 難しかった。家庭環境が複雑で、児童の保護者と主張する方の親が２名おり、双方の連携が

なかった。 

学校の取り組み 複数の教員に対して、授業の内容や、教室での指示、黒板に書かれた連絡事項などについ

て「わからない。」「助けてほしい。」と本人から訴えがあり、今後の支援の方策を考えたいと

いうことで、検査に至った。 

サポート実施後 

児童の様子 特別支援学級への入級について、本人も前向きにとらえ、お試し入級を始めた。（その後、家

庭の事情で転校） 

保護者との連携 保護者の方から、特別支援学級への入級について要望を出してきた。 

学校の取り組み ＷＩＳＣ検査の結果、通常学級での学習が困難なことがよく分かった。保護者とも話し合いの

上、特別支援学級への入級の手続きを始めた。 

転校先の学校へ、児童の困り感等について、丁寧に伝えた。 

 

 ＷＩＳＣ検査結果から、児童の特性や困り感を把握することで、学校での指導方法の参考となるオリエンテーション

を実施することができた。また言葉や文化の違いにより連携を取るのが難しい保護者へ、ポルトガル語で心理士が

対応することで安心感を与え、児童への向き合い方、学校との連携が改善されつつある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<教育サポートで連携した学校からのアンケートでのコメント 抜粋> 

・市教育委員会に発達検査をしてくれる機関はあるが、日本語以外では行っていないため大変助かった。 

・児童や保護者に寄り添った対応で、熱心に保護者とも話をしていただき大変喜んでいた。 

・ポルトガル語を話す心理士がＷＩＳＣ検査をしてくれることは、本当に助かった。 

・保護者に対し心理士の方にポルトガル語でしっかり説明してもらえたのがよかった。学校の教員が日本語で

話をするよりも理解し、納得してもらえたように感じる。 

・保護者に経済的な負担を与えないで済む点はとてもありがたい。 

・児童が日本語の日常会話ができていても、検査を要するケースでは、日本語の語彙力や表現が乏しい場合

は多く、児童が得意な母語で検査できることのメリットが大きかった。 
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４．今後の取り組み 

２０１９年度より開始したＮＰＯサビジャの教育サポートは、２０１９年度の実施件数７件より大幅に増え、２０２０年度

は２３件を実施し、より多くのニーズに対応することができた。特に、関東地域へも対応地域を拡大できたこと、多くの

実施ケースが日本の学校と連携しながら進められた。 

また、第Ⅱ章の「４．今後の取り組み」で前述した通り、愛知県新城市役所との心理相談事業の業務委託化には

教育サポートも含まれており、２０２１年４月からも継続して同市内の小中学校に在籍するブラジル人児童への教育

サポート事業を提供できることになり、大きな成果となった。 

一方で、今後取り組むべき事項として、現在の当会の心理士体制ではカバーできない地域が多く、対応地域が限

<ブラジル人児童への学校でのサポートで難しい点・大変な点は何か。またどのような支援が必要か。> 

・幼児期から日本にいても、日本語が不十分のまま入学してきて学習において苦労している児童がいる。彼ら

の困り感が、日本語習得だけなのか、発達障害等も関わっているのか、もしくは家庭、意欲が原因なのかの判断

が難しい。 

・児童が学校での生活や学習に困難さを抱えている場合、保護者も家庭で苦労をしているケースが多い。保

護者の安心と家庭の安定が、児童の心の安定につながると考える。ブラジル人のカウンセラーが保護者と直接

話をすることで、家庭の状況の改善につながれば、ありがたい。 

・いろいろな国の児童が在籍していることで、日本の児童も外国籍の児童もお互いにいろいろなことを学ぶチ

ャンスが増えていると感じている。一方、何か問題が起こったとき、言葉が伝わらないことで、事が大きくなってしま

うこともある。 

・高学年に進むにつれて、教科書は漢字が多く言葉も難しくなり、外国人児童が学力的についていくのは難し

くなり、苦労している。該当学年の学習がなかなかできない。（一学年、二学年さげて学習している。） 

・家庭との連携が難しい。（言葉、保護者が多忙で連絡が取れない。学校の意図が伝わらない。） 

・心に問題を抱える児童生徒への対応が日本の学校では十分にできない。 

・外国人児童の進路選択や自立支援が十分でない。 

・言語、文化、習慣からくる相違点がなかなか改善できない点。特に言葉が十分通じないので、共通理解して

教育活動をしていくのが難しい。 

・日本語も英語も通じず、コミュニケーションがとりづらいこと。 

・母語による学習経験の無い児童が、日本で学校生活をスタートされることは大変である。日本の児童であっ

ても、学校生活で必要なこと（筆箱に鉛筆を削って入れておく、頭髪は勉強の邪魔にならないように縛る、うち履

きのシューズを洗う、宿題のプリントをしてくる、音読を親が聞いてサインするなど）は、最初のうちは保護者の協

力で身につき、学校での学びもスムーズになってくるが、外国人児童の場合に保護者の支援が期待できないケ

ースが多い。 

・ブラジルでの学校生活経験があり中学年以降に転入してきた場合、学習へのハードルは低いが、カルチャー

ショックを強く受ける児童もいる。そういった児童を精神的にサポートするような、カウンセリングが行えるとよい。  
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定的であること（課題①）、また継続的に事業を実施するための財政基盤が十分に確保できていないこと（課題②）

の２点が挙げられる。これらの課題に対しては、２０２１年４月以降も以下の通り取り組んでいく。 

 

<課題①> 

 ２０１９年度末時点の１５才以下の在日ブラジル人数は１２，５９７人に上る。当会所属のブラジル人心理士チームの

体制では、全国に在住するブラジル人に平等なサポートを提供することは難しい。その為に、全国に在住するブラジ

ル人児童が、住んでいる地域の差なしに、どこに住んでいても同等の支援を受けられるネットワークの整備が必要

である。 

 当会が対応できていない地域で活動しているブラジル人心理士やＮＰＯと連携し、当会のノウハウを共有し支援活

動に活用してもらうことで、同等のサポートを全国のブラジル人児童が受けられるよう目指す。また各地域でも行政

との心理相談の業務委託化が実現することが最も望ましい。 

 

<課題②> 

現状の日本の教育体制では、日本語を母語としない児童への支援は不十分である。特に、心理面・発達面での

通訳を介した支援は難しく、児童と保護者および教育現場にしわ寄せが来ている。これを改善するために、集住地

域の教育委員会・自治体と業務協力協定を結び、継続的に当会の事業を実施することを目指す。 

これまでの当会の事業実績のデータ化・効果の見える化をし、教育委員会外国人児童担当者等に対して事業の

重要性・行政との連携の必要性を訴え、予算化に向け働きかける。 

 

 また今後のさらなる課題として、本事業が他の外国人児童への支援モデルとなることを目標とする。 

 ２０１８年度時点で日本の学校に在籍する外国人児童生徒数は９３，１３３人(小学校５９，０９４人＋中学校２３，０５１

人＋他教育施設)と、年々増加している。 

 

出典元：「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査(平成 30 年度)」の結果について 
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（文部科学省総合教育政策局 男女共同参画共生社会学習・安全課） 

 

 現在当会が取り組んでいる課題は、他の外国人児童も同じように抱えている（今後抱えていく）と言える。 

 本事業をモデル事業として、他の在留外国人(中国語、韓国語、ベトナム語、フィリピン語、インドネシア語 ＊在留外

国人統計順)にも応用し、他の外国人コミュニティーでも同様の支援体制が構築できるような社会を目指す。 

なお、第Ⅵ章にて後述するが、他の外国人支援団体との連携を目指して、２０２０年１２月に東京出入国在留管理

局の支援の下、同局管轄地域内の在日外国人支援団体ネットワークを立ち上げ、在日外国人支援 NPO 諸団体と

の連携を強化している。 
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第Ⅳ章 ポルトガル語のサポート窓口リスト化事業

第Ⅳ章 

ポルトガル語のサポート窓口 

リスト化事業 
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１．事業背景および目的 

前述の「日本の学校に通学するブラジル人児童生徒の発達障害・情緒障害に関する調査」の過程で、ブラジル

人児童が在籍する公立学校の教諭らにヒアリング調査において、ブラジル人児童のこころの問題や発達支援に関し

てどこに問い合わせをすればいいのか分からない、どのような窓口があるのか情報がない、といった声が聞かれた。 

ブラジル人保護者も同様で、当会が実施するオンライン心理相談では、自身の子どもの発達や心理面の成長に

ついて相談を受けることが多くある。彼らからは、自分の住んでいる地域では、どこに相談していいのか分からない、

という声が多く聞かれる。 

一方で、ブラジル人が集住する地域の行政ではそれぞれに行政窓口に通訳を配置したり、外国人向けの労働・法

律相談や、心理相談、教育相談の窓口を設けている地域も十分にある。情報が一元化していないことで、必要な情

報が必要な人に行き届いていないケースが多いことが判明した。 

そこで、ブラジル人コミュニティーおよび日本の教育機関などブラジル人児童へのサポートを行う人たちが、地域

のポルトガル語の相談窓口情報に容易にアクセスでき、必要な情報を必要な人が得られるシステムを整備する事業

に取り組んだ。 

 

２．事業内容・実績 

全国に在住するブラジル人の集住地域を都道府県、市町村毎に調査し、人口の多い上位からその地域の外国人

向け相談窓口を調べ、一覧表にまとめた。 

一覧表は検索しやすいように、以下８分類に分け、相談先・受付時間帯・予約有無・費用有無・問い合わせ先・相

談時間帯・ＳＮＳなどの情報も掲載した。 

 相談分類 

１ 一般相談 

２ 心理相談 

３ 医療相談 

４ 法律相談 

５ 行政相談 

６ 教育相談 

７ 労働相談 

８ その他 

一覧表は２０２１年３月に完成し、当会ホームページ、facebook、Instagram などのＳＮＳに掲載し、在京・浜松・

名古屋ブラジル総領事館や連携 NPO 諸団体などにリンクをはり、周知を図っている。日本の教育期間や集住地域

の行政 外国人相談窓口にも情報提供を行っている。 

 

エクセルによるポルトガル語相談窓口 検索リスト一部 
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３．事業成果 

 ２０２１年３月末にネット上に掲載、定期的にアクセス数を確認して成果計測を行う。（ＮＰＯサビジャの facebookの

フォロー者数は１０，８６３人） 

 また当会が実施する社会生活相談事業での一般相談窓口でも本リストを活用し、ブラジル人からの問い合わせに

対し即座に情報を提供できるようになった。 

 本リストは、在日ブラジル人支援ＮＰＯネットワークおよび、在日外国人サポートネットワーク、東京出入国在留管理

局の外国人在留支援センター（ＦＲＥＳＣ）でも共有し、他のＮＰＯ諸団体でも活用してもらうよう取り組み、活用しても

らうとともに、追加や更新情報があれば提供してもらうなど相互の連携を図る。 

 

４．今後の取り組み 

情報リストの運用で重要なことは、より多くの人に周知して貰うことと、情報は常に最新の情報であることである。

当会では助成事業完了後も、リストの周知を図るとともに、情報が変更されていないか定期的に確認し、一覧表を

随時更新することに努める。 
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第Ⅴ章 動画配信事業

第Ⅴ章 

動画配信事業 
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１．事業背景および目的 

「第Ⅱ章 ブラジル人児童への教育サポート事業」の「１．事業背景および目的」で述べた３つの課題の一つ、

【３】ブラジル人コミュニティーにおける日本の教育システムに関する情報不足 

で述べたように、日本での教育に関する情報が十分にブラジル人コミュニティーに知られていない、理解されてい

ないことで、ブラジル人の子どもたちが個々に適した教育環境やサポートを得られない、学校と十分な連携が取れな

いといった問題がある。その課題を解決するために、教育サポート事業では、ブラジル人心理士と保護者の面談の

際に、ブラジルの教育体制との違いや「特別支援学級」の役割、また学校との連携の重要性を保護者に伝えている。

しかしながら、 

①日本の教育システムに関する情報は全国のブラジル人コミュニティーに十分に行き届いていない、また 

②当会が行う教育サポート事業も対応できる集住地域すべてにまだ周知されていない。 

①②の状況を改善すべく、教育サポートに関する動画を作成し、インターネットにて配信する事業を実施した。 

 

２．事業内容・実績 

①②の課題解決のために、視聴ターゲット毎にテーマを設定し、３本の動画を作成することとした。 

 目的 視聴ターゲット テーマ 言語 

動画１ 
日本の教育体制の 

周知 
在日ブラジル人保護者 

日本の教育体制と特別

支援学級の役割について 
ポルトガル語 

動画２ 

ブラジル人児童向け教育

サポート事業の周知 

在日ブラジル人の教育関係者

（ブラジル人学校関係者） ブラジル人児童向け教育

サポート事業の概要と手

順について 

ポルトガル語 

動画３ 

日本の教育関係者（集住地域

などブラジル人児童が通う学

校関係者） 

日本語 

 

 動画の撮影場所として、駐日ブラジル大使館およびＮＰＯ豊橋ブラジル協会の全面的な協力で撮影スペースを確

保し、撮影することができた。また駐日ブラジル大使より、本事業の重要性に強く賛同を得て、動画の冒頭に駐日ブ

ラジル大使からのコメント動画も提供頂いた。 
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駐日ブラジル大使 Eduardo Saboia閣下の動画 

  

NPO豊橋ブラジル協会での撮影の様子       駐日ブラジル大使館での撮影の様子 

 

 ２０２１年２月末には動画３本すべての編集も完了し、３月初めにＮＰＯサビジャのホームページ、facebook、

Instragramにて配信を開始した。 

 

動画１ https://youtu.be/SOBYvjOXIvY 

動画２ https://youtu.be/NgY02Q_RRsI 

動画３ https://youtu.be/1_gyf4-9WLc 

 

 また配信開始と同時に、関係各所へ動画配信の通知と拡散の依頼を行った。 ブラジルコミュニティー方面へは、

駐日ブラジル大使館、在京ブラジル総領事館、在浜松ブラジル総領事館、在名古屋ブラジル総領事館、ＮＰＯ在日

ブラジル学校協議会（ＡＥＢＪ）へもリンクでの拡散を依頼し、在日ブラジル人コミュニティーへの周知を図った。

AEBJからは会員である２０校以上の各ブラジル人学校へ動画を紹介し、学校経由で保護者にも情報提供した。 

 日本の関係者に対しては、集住地域にある教育委員会や自治体、ブラジル人児童が通う公立学校を始め、出入国

管理局や文科省、総務省の担当者にも動画配信の通知をし、日本語の動画の拡散を図っている。また、ＮＰＯサビジ

ャが参画している在日外国人サポートネットワークや在日ブラジル人支援ネットワークにおいても共有し、多言語で

在日外国人を支援しているＮＰＯなどの団体に対しても本事業の周知に努めている。 

 

３．事業成果 

 ２０２１年３月末にネット上に掲載、定期的にアクセス数を確認して成果計測を行う。事業期間終了後も継続して周

知に力を入れていく。 
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動画オープニング 

  

動画１「日本の教育体制と特別支援学級の役割について（ポルトガル語）」 

 

動画２「ブラジル人児童向け教育サポート事業の概要と手順について（ポルトガル語）」 
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動画２「ブラジル人児童向け教育サポート事業の概要と手順について（日本語）」 

 

４．今後の取り組み 

 当初は、在日ブラジル人児童向け教育サポートに関するワークショップを実施する計画であったが、新型コロナウィ

ルス感染拡大予防の観点から、実施を見送ることになり、同様の内容をより広く周知することを目標に、動画配信事

業としてリスタートすることとなった。 

 「第Ⅱ章 ブラジル人児童への教育サポート事業」を継続するにあたり、今後は本動画を活用して、在日ブラジル人

コミュニティーに対して日本の教育システムや児童個々に適したサポートの重要性に関する情報を提供していく。 

 今後は、教育関連の他にも、在日ブラジル人コミュニティーが必要としている日常生活や心身の健康、法律・労働

関係の情報など、取り扱うテーマをより広げて、動画配信事業を継続する予定である。 



40 

 

 

第Ⅵ章 総評

第Ⅵ章 

総評 
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１．事業のまとめ 

令和２年度ＷＡＭ助成事業として４本の柱 

・ポルトガル語による心理相談事業 

・ブラジル人児童への教育サポート事業 

・ポルトガル語の教育サポート窓口リスト化事業 

・動画配信事業 

を事業年度内に完了することができた。これら４事業を通して、＜支援対象者＞＜関係機関＞＜地域社会＞の観点

から事業の成果を考察する。 

 

＜支援対象者＞ 

在日ブラジル人への直接的な支援として、心理相談と教育サポートを無償で提供し、多くのニーズに対応した。心

理相談と教育サポートは別事業として実施したが、ブラジル人児童への教育サポートには保護者との連携が重要で

あり、児童が心身ともに健全に成長するには家庭環境や保護者との関わりが大きく影響する。児童をサポートする際

に、同時に保護者へ何らかのサポートが必要なケースも多くある。保護者へ心理相談を行うケースや、生活支援を

行うケース、地域の福祉協議会へつなげ行政からの支援を必要とするケース、などである。ＷＡＭ助成事業外での、

当会の社会生活相談事業として引き継ぐ場合もあり、当会のこれまで実施してきた多分野での支援活動により複合

的な問題を抱えるブラジル人家族への支援に対応することができた。 

また、２０２０年度はポルトガル語の教育サポート窓口リスト化事業と動画配信事業により、これまで心理相談や教

育サポートで直接的に支援していた人以外の、不特定多数のブラジル人へ必要な情報を提供できるシステムを構

築して支援を行うことができた。 

＜関係機関＞ 

これまでのブラジル人コミュニティーとの連携に加え、２０２０年度は日本の地域社会との連携を拡大することがで

きた。特に、教育サポート事業には、教育委員会および学校との連携は不可欠であり、本事業が学校側からのニー

ズとも合致し、多くのケースで連携しながらのサポートを実現した。 

＜地域社会＞ 

２０２１年４月からは、愛知県新城市役所が在住ブラジル人への心理相談および教育サポートを予算化し、住民に

無償で提供することとなった。地域社会が、ブラジル人を“生活者”としてとらえ、日本人なら得られるサポートと同様

のサポートをブラジル人にも提供できる体制であり、大きな成果と言える。 

また集住地域の教育委員会からも教育サポート事業について多くの問い合わせがきており、公立学校に通う日

本語を母語としない児童へのサポートへ大きな関心があることがうかがえた。 

 

今後の課題として、事業を継続し、安定したサポートを支援対象者へ提供するために、財源確保と人材確保を早

急に取り組むべきと考えている。  

財源確保は、これまでのように寄付事業や助成事業として実施するだけでなく、地域社会が取り組むべき問題と
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して、集住地域の自治体において予算化を目指し、働きかけを行っていく予定である。 

人材確保においては、公益財団法人未来工学研究所が取り組んでいるプロジェクト 

      【トヨタ財団 ２０１９年度 特定課題 「外国人材の受け入れと日本社会」 

      外国人児童生徒の支援を通じて目指す多文化共生社会の調査と実践 

      ―文化や言語の違いを超えた情報共有と信頼しあえる地域作りー】 

において、当会もコアチームである「地域連携チーム」兼「子ども・家族支援チーム」のメンバーとして参画してい

る。この事業の取り組みの一つとし、ポルトガル語でＷＩＳＣ検査等を実施できる心理士のリスト（心理士バンク）の構

築を行う。当会がメインメンバーとして、日本で児童を含めポルトガル語で心理相談や教育サポートが可能な専門

家情報を収集し、教育サポートのノウハウ・日本の教育制度に関するワークショップを開催、ポルトガル語の心理相

談や教育サポートができる人材の育成を行う計画である。 

 

２．これからの事業 

２０１９年４月に入管法改正が施行され、新たな在留資格の創設による在日外国人の増加が予測されている。２０

２１年３月時点では新型コロナウィルス感染拡大の影響を受け、外国人労働者および生活者の数は増加していない

が、コロナ以前の政府の想定では、２０１９年度は最大で４万７，５５０人、５年間で約３４万５，０００人を見込んでいた。

（２０１９年３月 政府発表） 

それに伴い、法務省入国管理局が出入国在留管理庁として格上げされ、受入環境調整担当という部署が担当の

外国人在留支援センター（ＦＲＥＳＣ）が２０２０年７月に開所、外国人からの相談・外国人を雇用する企業の支援・外

国人支援に取り組む団体の支援などの取組を行っている。 

教育面においても、高校卒業後に外国人学生が日本で就労資格を得るための在留資格変更要件を緩和するな

ど、外国人が日本で住みやすくなるように政府も施策を講じている。 

 

このように、日本政府、日本社会も在日外国人との共存に向け、具体的に動き出してきている中で、実際に地域に

根差してそこに住む外国人へのサポートを行うＮＰＯや任意団体の活動がますます重要になってきている。 

これを受け、当会でも２０１９年より東京出入国在留管理局と連携を図り、同局管轄内の在日外国人支援 NPO

他諸団体とのネットワーク構築に向け、準備を進めてきた。２０２０年１０月に主なＮＰＯや諸団体とのオンライン会合

を経て、「在日外国人サポートネットワーク」を立ち上げ、当会は事務局として運営に関わっている。 

  

在日外国人サポートネットワーク（略称：外サポネット）では、 
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（１）外国人支援に関する情報の発信 

（２）登録団体間での情報の収集および共有 

（３）登録団体間での活動相談や連携の促進 

（４）在日外国人に関する政策提言 

を主な活動とし、 

・登録団体検索システムを構築し、活動分野・対応言語・活動地域から登録団体を検索できる。 

・メーリングリストを活用し、登録団体同士で自由にやり取りできる。 

・東京入管（受入環境調整担当）が参画し、入管からの情報をダイレクトに受け取れる。 

ことが特徴である。 

このネットワークを構築したことで、他の外国人へのサポート活動をしている団体との連携の強化を図ることができ

るようになった。２０２１年３月時点では、１６の団体が登録しており、このメンバーを立ち上げコアメンバーとし、今後も

登録団体を拡大していく予定である。現在は基盤の構築とともに、すでに登録団体間でのメーリングリストによる情

報共有・交換、登録団体検索システムの活用が行われている。 

 

事業の最終目標である「他の外国人支援でも応用できる事業のモデル化」に向け、２０２０年度の実施事業はこ

のネットワークにて共有し、必要な情報やノウハウを他の外国人支援団体に展開し、他言語でも同様の支援が行わ

れるように働きかけていく。 

 

３．事業の報告 

本事業報告書は、特定非営利活動法人在日ブラジル人を支援する会（ＮＰＯサビジャ）の定例総会において、会

員らに活動報告を行うとともに、駐日ブラジル大使館、総領事館を始め、連携ＮＰＯ諸団体、支援企業を始め、各ブラ

ジル人集住地域の自治体や教育委員会、地域ＮＰＯにも配布し、課題を共有すると共に、支援活動の相互連携協力

を目指して当会の活動を共有化し、支援ＮＰＯのネットワーク拡大に役立てていく。   
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（参考資料） 

法務省ホームページ 

文部科学省ホームページ（総合教育政策局 男女共同参画共生社会学習・安全課） 

駐日ブラジル大使館ホームページ 

政府統計ポータルサイト(e-stat) 

ＣＳカウンセリング東京ホームページ 

ＴＥＥＮＳホームページ（発達障害のあるお子様向け キャリアデザイン教育） 

 

（助成事業） 

独立行政法人福祉医療機構（ＷＡＭ）が行なう令和２年度社会福祉振興助成事業として実施 

 

（協力機関・団体） 

駐日ブラジル大使館 在京ブラジル総領事館 

在浜松ブラジル総領事館 在名古屋ブラジル総領事館 

  

法務省 出入国在留管理庁 東京出入国管理局 外国人在留支援センター（ＦＲＥＳＣ） 

愛知県新城市役所 企画部 まちづくり推進課 愛知県新城市教育委員会 

愛知県豊橋市教育委員会 静岡県浜松市教育委員会 教育総合支援センター 

静岡県浜松市 発達相談支援センター・ルピロ 名古屋国際センター 

一般財団法人日本国際協力センター（ＪＩＣＥ） 公益財団法人かながわ国際交流財団 

公益財団法人未来工学研究所 在京ブラジル市民評議会 

  

三井物産株式会社 リードオフジャパン株式会社 

ブラステル株式会社 シモンセン株式会社 

株式会社晃和 PLAYGROUND CONCEPT 

有限会社伸栄総合サービス 障害者自立支援事業所「フトゥーロ」 

  

ＮＰＯ法人豊橋ブラジル協会 ＮＰＯ法人ＢＣジャパン 

ＮＰＯ在日ブラジル学校協議会（ＡＥＢＪ） ＮＰＯマイケン 
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認定ＮＰＯ茨城ＮＰＯセンター・コモンズ 東京弁護士会 

在日ブラジル人支援ネットワーク 在日外国人サポートネットワーク 
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（編集・発行）                       ２０２１年４月 

特定非営利活動法人在日ブラジル人を支援する会（ＮＰＯサビジャ） 

〒１５８－００８３ 東京都世田谷区奥沢１－５８－８ 

Homepage : http://www.nposabja.org/ 

TEL:０５０－６８６１－６４００   

Mail:nposabja@gmail.com 

 facebook : https://ja-jp.facebook.com/nposabja/ 

Instagram : https://www.instagram.com/npo_sabja/ 

 

tel:050-6861-6400
https://ja-jp.facebook.com/nposabja/

